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アクションプラン改定の背景と全体像 
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４つの重点施策に一体的に取り組むことで「茨木らしさ」に主眼をおいた、実効性のある産業振興を牽引。

【重点施策】

産業振興アクションプラン[後期]（計画期間：平成28～32年度）

◆本市をとりまく状況の変化や前期アクションプランの成果等を踏まえ、後半の５年間を見越して計画を改定。
◆前期アクションプランの方向性を発展的に継承し、本市の持つ資源や特性を活かした「茨木らしさ」に

主眼をおいた実効性のある産業振興に取り組む。

【基本方針】

民間の主体性を活かした取組を促進します

「人のつながり」を基盤とした産業振興を図ります

「産業価値」に対する市民の認知向上を図ります

市内でがんばり、チャレンジする事業者・人を支援します

施策の費用対効果（ｺｽﾄﾊﾟﾌｫｰﾏﾝｽ）の向上をめざします

後
期
ア
ク
シ
ョ
ン
プ
ラ
ン
で
取
り
組
む
施
策

多様な連携の促進をはじめ、民間プロジェクトの事業化の支援などに取り組み、
民間の主体性を活かした取組を促進します。

ビジネス関係の交流を広げる機会や、共同で取り組むブロジェクトを検討する
場、産学連携に取り組みやすい環境づくりや仕組みの充実を図ります。

市民が市内の産業とその価値を知る機会や市民と事業者がつながる機会を増やす
ことで、市民の生活満足度の向上等を図ります。

市内事業者の活力の維持・拡大を支援するとともに、市内での起業・創業と
いったチャレンジを切れ目なく応援する仕組みの構築・強化を図ります。

国や府などの制度を積極的かつ効果的に活用するとともに、費用対効果を見極
めて施策の推進に取り組んでいきます。
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●民間主体の多様な取組と連携の仕組みの展開（前期アクションプランの取組の成果）
●起業・創業を支援するネットワークの充実
●大学、研究機関等の知的資源の集積（市内立地の大学、彩都ライフサイエンスパークの研究機関、

市内外の大学等との協定締結）
●高い交通利便性（新名神高速道路の開通、（仮称）ＪＲ総持寺駅の開設など） など

産業に関わる人材の育成

一人ひとりのチャレンジ
（起業・創業）を応援する

切れ目のない支援

産学連携に取り組みやすい

環境づくり

人材育成等に
連携を活用

育成された
人材が

連携に参加

起業後のﾌｫﾛｰｱｯﾌﾟに
人材育成メニューを活用

連携の仕組みを活用

市内事業者の
人材育成への支援

●起業・創業による新たなビジネスの創出

●企業の成長を担う人材の充実

●市内事業者の成長

●連携を創出するための場の広がり

●産学連携の促進

●事業者間連携の促進

「茨木らしさ」
に主眼をおいた
実効性のある
産業振興を

けん引

１

連携の促進・活用

２

３
連携を生み、育てるための

仕組みの整備・強化

４

重
点
施
策

茨
木
ら
し
さ

め
ざ
す
こ
と
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産業振興に向けた４つの重点施策 
 

重点施策１ 一人ひとりのチャレンジ（起業・創業）を応援する切れ目のない支援 

■ 市内での起業・創業を促進するとともに、その成長を支援していくために、創業支援ネット

ワーク※１の取組などを中心に、多様な主体の連携強化を推進します。 

■ 起業・創業に関する様々なリスクの低減を図ることにより、一人ひとりのチャレンジを応援

する切れ目のない支援に取り組みます。 

■ 長期的な視点に立って、まちぐるみで起業・創業を育み、支えていける意識・環境の成熟をめ

ざした取組を進めます。 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
重点施策２ 市内事業者の人材育成への支援  

■ 市内事業者の人材育成に関する課題・ニーズなどの把握を進めます。 

■ 把握した課題・ニーズを踏まえ、従業者等を対象とした社外研修等への費用助成や従業者

のスキルアップセミナーなど既存制度・事業の拡充・活用を図ります。 

■ 事業者のニーズと金融機関や大学、専門機関などが提供できる支援メニューのマッチングや、

新たな支援メニューの検討・開発などにより、人材育成の支援メニューの多様化を進めます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※１ 創業支援ネットワーク：産業競争力強化法に基づく創業支援を行うため、市と民間の創業支援事業者（商工会

議所、金融機関等）が連携したネットワークです。 
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具体的な取組 

●子ども向けの起業・創業

セミナー     

●子育て世代やシニア世代

向けの起業入門セミナー 

●起業・創業の 

チャレンジ(試行)制度 

●起業者同士の交流会        

など 

事 業 者

市 商工会議所 大学金融機関 専門機関

人材育成に
関する

ニーズ等の
把握

人材育成への支援メニューの多様化

ニーズと
支援メニュー
のマッチング

現行施策・
制度・事業
等の整理

新たな
メニューの

開発
＋ ＋

メニューの提供

市
内
事
業
所
の
維
持
・
成
長
を

担
う
人
材
の
育
成

起業・創業に
触れる機会づくり

子ども 成人

起業時 起業後

起業後の
フォローアップ起業・創業の支援

点から線、線から面の支援へ

市
商工

会議所
大学金融機関 専門機関 起業者

一人ひとりのチャレンジ（起業・創業）を応援する切れ目のない支援

新
た
な
事
業
の
創
出
・
成
長

起
業
・
創
業
に
対
す
る
意
識
の
成
熟

具体的な取組 

●巡回訪問や相談事業を  

通じた事業者の人材育成 

に関するニーズ等の把握    

●職場研修の実施に向けた 

支援       

など 
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重点施策３ 連携を生み、育てるための仕組みの整備・強化 

●事業者同士はもとより、事業者と大学、産業支援機関、市民などとの連携は市内産業を活性

化させるための非常に

重要な手法です。 

●連携に向けた具体的な

ステップを踏まえつつ、

既存の取組の継続・拡

充や、新たな場の設

置・運用に取り組むこ

とにより、「連携が生ま

れ、育ちやすい環境づ

くり」を進めます。 

 

 

 
 
 
 
 

重点施策４ 産学連携に取り組みやすい環境づくり 

●市内事業者を対象に、産学連携に関する具体的な情報提供や意識づくりを進めることで、産学

連携に対するハードルの引き下げを図ります。 

●上記の取組の次のステップとして、事業者と大学の双方が気軽に交流し、情報・課題等を共有

できる場の設置・運用をめざします。 

●連携を創出するための場を中心に、市や商工会議所、金融機関、専門機関、さらには大学自身

が、産学連携を希望する事業者のニーズと大学のシーズのマッチングを行い、具体的な産学連

携の取組につなげていきます。 

  

事

業

者

大

学

事業者への情報提供（連携のメリット・連携手法等）
事業者の産学連携に関する意識づくり

市 商工会議所 金融機関 専門機関

事業者のニーズと大学のシーズのマッチング

市内事業者と大学との連携（産学連携）の促進

参加 参加

大
学
内
で
の
意
識
・環
境
整
備

連携を創出するための場の設置・運用
（事業者と大学の交流・情報等共有の促進）

具体的な取組 

●農商工連携の取組に

向けた交流会     

●商店街活性化の取組

に向けた意見交換会 

など 

具体的な取組 

●市内事業者を対象と

した産学連携に関す

る研修会 

●大学と事業者が気軽

に交流・情報交換がで

きる（仮称）産学連携

交流サロン        

など 
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連携に向けた具体的なステップを踏まえた場づくり
市

商工会議所

事業者

市民

大学

専門機関

金融機関

必
要
に
応
じ
て

参
加
・
参
画

既存の取組の
継続・拡充

産
業
や
暮
ら
し
に
関
わ
る
多
様
な
連
携
の
促
進

連携を創出する
ための

新たな場の設置・運用

既存の場

既存の場

新しい場
新しい場

新しい場

新しい場

新しい場

新しい場

既存の場

協
働
し
て

仕
組
み
を
整
備
・強
化

連
携
が
生
ま
れ
・
育
ち
や
す
い
環
境
づ
く
り

連携を創出するための場を市内で展開

具体的な解決策
・取組の検討

取組の実施主体
の検討・調整

既存の場

現状・課題と
目標の共有

課題解決に向けた
情報共有と検討
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産業振興ビジョンの実現に向けた施策展開とロードマップ 
 

【茨木市産業振興アクションプラン（後期）の施策体系】 

産業振興ビジョンの重点取組 後期アクションプランで取り組む施策 

１ 

成
長
を
め
ざ
す
事
業
者
の
活
力
向
上 

１）事業活動の価値向上 

（１）市内事業者の事業活動への支援の充実 

（２）産業活性化や高付加価値化等につながる事業者主体の

取組の促進 

（３）設備等の環境対応促進と環境産業関連情報の提供 

２）創造的機能の集積と 

企業立地の促進 

（１）創造的機能の強化に向けた取組の充実 

（２）市内事業者に対する操業継続の支援 

（３）企業立地の促進への支援 

３）起業の促進と 

成長支援 

（１）起業・創業に触れる機会づくり【重点施策１】 

（２）起業・創業の支援の充実【重点施策１】 

（３）起業後のフォローアップの充実【重点施策１】 

２ 

市
民
の
快
適
な
暮
ら
し
や 

 
 

地
域
社
会
を
支
え
る
機
能
の 

 
 

充
実 

１）まちのにぎわい創出 
（１）商店の魅力アップ支援 

（２）人が集まり、滞留する仕掛けづくり 

２）地域の生活支援と 

快適性の向上 

（１）商店街等による生活支援サービスの取組支援 

（２）商店街等における生活利便施設等の整備支援 

３）地元産農産物の 

流通の促進 

（１）消費者と生産者の交流の促進 

（２）農商工連携の促進 

３ 

産
業
を
活
性
化
さ
せ
る
基
盤
づ
く
り 

１）連携の促進 

（１）連携を生み、育てるための仕組みの整備・強化 

【重点施策３】 

（２）産学連携に取り組みやすい環境づくり【重点施策４】 

２）人材の確保と育成 

（１）事業者・人材のコーディネート機能の強化 

（２）職業能力の向上にむけた支援 

（３）働きやすい職場づくりの促進 

（４）市内事業者の人材育成への支援【重点施策２】 

３）支援機能の充実 
（１）産業支援関連情報の各媒体による提供 

（２）市の産業支援機能の強化と関係機関の連携強化 
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【茨木市産業振興アクションプラン（後期）のロードマップ】 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

凡例：

※上記ロードマップの内容・数値等については、本プラン策定時のものであり、本プランを推進し、検証・評価を進める中で、随時見直し行っていきます。 

重点施策３の関連施策重点施策１の関連施策 重点施策２の関連施策 重点施策４の関連施策
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